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令和4年3
月2日

令和4年3
月10日

　令和元年度からコロナ対策で1兆円以上国
から大阪市へ配られているが、空気清浄器、
サーモグラフィー、加湿器を区役所、小学
校、中学校等に設置出来なかった理由が分か
るもの（西区）

不存在 号 西区 総務課

西区  3月分

公開請求の内容及び処理状況

非公開事由
（7条該当号）

令和4年3
月17日

　西区役所の令和４年３月３日付不存在によ
る非公開決定(大西総第75号)には、不存在の
理由として次の通り記載されています。
「当区役所においては、令和２年度運営方針
中の評価指標のうち区民アンケートを使用す
るものについては、区民アンケートの結果の
みによって指標の達成状況を評価しており、
公開請求書に記載された『様々な関連情報』
や『総合的な判断』の内容がわかる文書はな
いため、当該公文書をそもそも作成又は取得
しておらず、実際に存在しないため。」
また、西区の令和２年度運営方針には次の通
り記載されています。
　・めざす状態
「近所に住む人どうしが集まり、福祉や防災
といった身近な課題に気付き日常から顔見知
りになり、地域の中での生活課題の解決に取
り組む。」
・アウトカム（成果）指標（めざす状態を数
値化した指標）
　身近な地域でのつながりを肯定的に感じる
区民の割合：令和４年度までに38％以上
・アウトカム指標の達成状況
　身近な地域でのつながりを肯定的に感じる
区民の割合:40.3%
　・個別
　Ａ
１.区民アンケートの結果のみで、上記のよ
うにアウトカム指標が達成され、めざす状態
に達した(あるいは近づいた)と判断できる根
拠が示された文書を公開してください。

令和３年11月22日付不存在による非公開決定
(大西総第48号)の不存在の理由には、「当区
役所においては、区民アンケートの結果につ
いては区民意識の一端や傾向を探る材料にな
り得ると考えているため、運営方針の指標の
評価に使用している」との記載があります。
２.「区民意識の一端や傾向を探る材料にな
り得る」にすぎない区民アンケートの結果
で、めざす状態の達成状況が判断できるとす
る根拠が示された文書を公開してください。

不存在 号 西区 総務課
令和4年3

月4日


